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令和５年～
子ども・子育て会議、子ども・青少年協議会（小委員会）における検討

令和６年
６月～７月 子ども条例検討プロジェクト（前期日程） p.3

９月15日～10月15日 パブリックコメント
子ども・若者の声ポストによる意見募集 p.4

10月 8日 子どもの権利に関するシンポジウムの開催 p.5

10月21日 第５回子ども・青少年協議会（条例素案）
10月25日 第３回子ども・子育て会議（条例素案）

10月～11月 子ども条例検討プロジェクト（後期日程） p.6

12月 9日 第６回子ども・青少年協議会（条例案）
12月13日 第４回子ども・子育て会議（条例案）

２月 子ども・若者施策推進特別委員会（条例案）
区議会第一回定例会（条例案の提案）

４月 条例施行

条例改正に向けたスケジュール（予定）
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本日



子ども条例検討プロジェクト（前期日程）

中学生・高校生世代１５人をメンバーとする「子ども条例検討プロジェクト」
を新たに立ち上げ、子どもたちが条文案を考えました。

検討にあたっては、大学生世代の若者がグループワークのファシリテーターとなって子どもたちの想いを

引き出し、子どもたちが主体となった検討を行いました。

（６月から７月にかけて全４回のスケジュールで開催。）

※１０月以降も引き続き検討を行います。

①条例の前文に掲載する子どもの声や想い
◆条例前文の（子どもの想い）（大人へのメッセージ）部分

②条例の目標とする子どもたちが考える区が目指すまちの姿
◆条例第３条（１）部分

③世田谷の子どもたちが必要と考える子どもの権利
◆条例第５条～第９条部分

3



せたがや子ども・若者の声ポスト第２弾

◆内容

世田谷区の「条例」と「計画」について、当事者である子ども・

若者の意見を募集

◆対象

小学校1年生～29歳の子ども・若者で、世田谷区に住んでい

る・区内の学校に通っている・区内で働いている方

◆期間

令和6年9月15日（日）～10月15日（火）
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子どもの権利に関するシンポジウム

◆内容

世田谷区子ども条例の改正、世田谷区子ども・若者総合計画の策定にあたり、「子どもの権
利」の普及啓発を目的とした、「子どもの権利に関するシンポジウム」を開催。

当日の講演内容は動画撮影を行い、後日YouTube等で録画したアーカイブ動画を配信。

◆実施概要

日時：令和6年10月8日（火曜日）18時から20時まで（開場17時半）

場所：北沢タウンホール

第1部 基調講演「子どもの権利が拓く新しいつながり」

～子ども・若者とともにつくる世田谷のまち～

講師：加藤悦雄氏（大妻女子大学教授、世田谷区子ども・子育て会議会長）

第2部 子どもの権利の落語

登壇者：落語家真打入船亭扇蔵氏

第3部 実践発表

コーディネーター：森田明美氏（東洋大学名誉教授、世田谷区子ども・青少年協議会会長）

（1）子ども条例検討プロジェクトのメンバーによる取組み発表

（2）子どもたちと世田谷区長、大人たちによる意見交換
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子ども条例検討プロジェクト（後期日程）

◆内容

6月から7月にかけて実施した「子ども条例検討プロジェクト」（前期日程）での検討内容がどのように
改正条例の素案に反映されたのかを区役所の職員から説明。また、パブリックコメントやインターネッ
トアンケート等で集まった意見をふまえた条文の再検討を行う。

◆開催日時

第1回：令和6年10月24日（木曜日）午後6時～午後8時

第2回：令和6年11月7日（木曜日）午後6時～午後8時

第3回：令和6年11月21日（木曜日）午後6時～午後8時

◆開催場所

池之上青少年交流センター（いけせい）

◆募集対象

世田谷区在住、在学、在勤の中学生、高校生世代の方 12名程度（応募多数の場合は抽選）
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